
大学生から賢い消費者になるために学ぼう！

グループ学習会第2回

社会に羽ばたく前に、消費生活に

関するトラブルに触れ、その解決方法等を学びます！

第２回グループ学習会
日時：平成29年12月2日（土） 13時～15時

場所：千葉経済大学 1号館 505演習室
内容：近年の若者の消費者トラブルの事例紹介・傾向等など

コーディネーター：前野 春枝氏（千葉県消費者センター）

定員：30名
※県内の大学内における消費者教育をどう普及するか、学外での学生間ネットワークづくり、

消費生活センター・消費生活相談員・消費者団体等との相互交流について話し合います。

詳細は裏面をご覧ください！

平成29年度 消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業
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平成29年度 消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業

参加
無料

【問い合わせ先】

淑徳大学コミュニティ政策学部
消費者法研究室（日野勝吾）

電話０４３-２６５-７３３１

メールhino@soc.shukutoku.ac.jp



第2回 グループ学習会

内容：大学生自身が主体となって、各学生が対話形式を採り
ながら、大学生の間での学び合いを通じて、若者の消費者問題
の実態を把握したり、消費者トラブルを未然に予防する能力や
事後的に対処できる能力を共有化しながら習得できる内容に
なっています。

場所：千葉経済大学1号館505演習室
（千葉県千葉市稲毛区轟町3－59－5）

会場アクセス

申込方法

下記の必要事項をご明記の上、メールまたはFAXにてお申し込みください（開催前日まで）

E-mail：hino@soc.shukutoku.ac.jp ※申込の際にご記入いただいた個人情報は、本事業以外の目的には使用しません

FAX 043-265-9910 淑徳大学サービスラーニングセンター

参加申込書

消費者トラブルを未然に予防、対処できる能力を
身につけよう！

西千葉駅より徒歩約13分

西千葉駅よりちばシティバ

ス「千葉経済大学」下車約

5分

作草部駅より徒歩約5分

お名前 電話番号

ご住所 〒

大学・学部名


